
は
じ
め
に

ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
六
節
の
テ
ク
ス
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ka
qw
;"

滷

A
bra

a
;m

ejpivs
t
eus

en
t
w
'/qew

'/,
ka

i;ejlog
ivs
qh

a
ujt
w
'/eij"

dika
ios

uvnh
n:

こ
の
箇
所
は
創
世
記
一
五
章
六
節
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
創
世
記
一
五
章
六
節
の
テ
ク
ス
ト
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

マ
ソ
ラ
本
文：

hq
…d…x]/L

h;b,v]j]Yæw"hw:hyB'ˆmia‘h,w“

七
十
人
訳：

ka
i;ejp

ivs
t
eus

en
A
bra

m
t
w
'/qew

'/ka
i;ejlog

ivs
qh

a
ujt
w
'/eij"

dika
ios

uvnh
n

創
世
記
一
五
章
六
節
の
マ
ソ
ラ
本
文
と
七
十
人
訳
の
テ
ク
ス
ト
の
間
に
は
多
少
の
相
違
が
あ
る
。
例
え
ば
、
一
番
目
の
動
詞

の
目
的
語
は
前
者
で
は
前
置
詞
で
導
入
さ
れ
て
い
る
（hw…hyB'

）
の
に
対
し
、
後
者
で
は
前
置
詞
な
し
の
与
格
が
用
い
ら
れ
て
い

る
（t

w
'/
qew

'/)

。
二
番
目
の
動
詞
が
前
者
で
は
能
動
態
（hb,v]j]Yæwæ

）
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
受
動
態
（ejlog

ivs
qh

）
と
な

1

〔
論
　
　
文
〕パ

ウ
ロ
の
創
世
記
一
五
章
六
節
解
釈漓

│
│
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
の
文
脈
を
め
ぐ
っ
て
│
│

伊
　
　
藤
　
　
明
　
　
生



っ
て
い
る
。
基
本
的
に
パ
ウ
ロ
は
七
十
人
訳
に
従
っ
て
引
用
し
て
い
る
と
言
え
よ
う澆
。
た
だ
名
前
を
ア
ブ
ラ
ム
か
ら
ア
ブ
ラ
ハ

ム
に
変
え
て潺
、
動
詞
の
前
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
名
前
を
持
っ
て
来
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
名
前
の
位
置
は
こ
の
箇
所
が
ガ
ラ
テ

ヤ
人
へ
の
手
紙
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
名
前
が
出
て
来
る
最
初
で
も
あ
り
、
強
調
す
る
意
図
が
パ
ウ
ロ
に
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
多
少
の
相
違
と
変
更
が
あ
る
（
マ
ソ
ラ
本
文
と
も
七
十
人
訳
と
も
）
に
も
拘
わ
ら
ず
実
質
的
に
は
大
き
く
意
味
を
変

え
て
い
な
い
。
ま
た
パ
ウ
ロ
は
取
り
立
て
て
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
の
文
脈
で
、
こ
の
創
世
記
か
ら
の
引
用
の
意
味
に
つ

い
て
直
接
は
論
じ
て
い
な
い
し
、
そ
の
解
釈
も
直
接
に
は
提
示
し
て
い
な
い
。
と
す
る
と
、
も
し
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章

で
の
創
世
記
一
五
章
六
節
の
パ
ウ
ロ
の
解
釈
を
私
た
ち
が
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
の
パ
ウ
ロ
の

議
論
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

一
、
問
題
の
所
在

パ
ウ
ロ
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
を
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
の
雛
型
と
理
解
し
、
創
世
記
一
五
章
六
節
は
、
い
わ
ば
信
仰
義
認潸
の

根
拠
と
な
る
旧
約
聖
書
の
箇
所
と
し
て
パ
ウ
ロ
は
提
示
し
た
と
通
常
は
理
解
さ
れ
て
い
る澁
。
大
多
数
の
学
者
・
注
解
者
た
ち
が

こ
の
よ
う
な
見
解
を
保
持
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
合
意
事
項
で
あ
る
と
言
え
る
ほ
ど
で
あ
る澀
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
創
世
記
一
五

章
六
節
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
を
キ
リ
ス
ト
者
と
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
御
自
身
と
結
び
付
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
学
者
が
、

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
い
る潯
。
キ
リ
ス
ト
論
的
な
解
釈
は
一
見
突
飛
な
解
釈
に
聞
こ
え
る
が
、
そ
れ
な
り
に
妥
当
な
議
論
を
展

開
す
る
の
は
不
可
能
で
は
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
両
者
の
立
場
を
考
慮
し
つ
つ
、
個
々
の
議
論
を
考
察
し
、
キ
リ
ス
ト
論
的
解

釈
の
妥
当
性
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

2



二
、
キ
リ
ス
ト
論
的
解
釈
の
根
拠

盧
　
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
と
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
と
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
と
は
異
な
る
。
勿
論
、
ど
ち
ら
も
同
一
人
物
パ
ウ

ロ
が
書
い
た
手
紙
で
は
あ
る
が
、
第
一
義
的
に
想
定
さ
れ
て
い
る
読
者
も
異
な
り
、
執
筆
目
的
も
異
な
り
、
必
然
的
に
手
紙
の

内
容
も
異
な
る潛
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
と
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
と
の
間
に
は
扱
っ
て
い
る
テ
ー
マ
を
始

め
多
く
の
類
似
点
が
あ
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
実
際
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
で
旧
約
聖
書
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所

は
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
で
も
多
少
異
な
る
文
脈
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
創
世
記
一
五
章
六
節
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四

章
三
節
に
、
ハ
バ
ク
ク
書
二
章
四
節
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
一
章
一
七
節
に
、
レ
ビ
記
一
八
章
五
節
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
一

○
章
五
節
に
そ
れ
ぞ
れ
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
類
似
し
て
い
る
こ
と
と
全
く
同
じ
こ
と
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
と
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
と
を
比
較
す
れ
ば
、
中
心
的
主
題
も
多
少
異
な
り
、
議
論
の
展
開
も
異
な

る
。
と
り
わ
け
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
と
比
べ
る
と
論
争
的
性
格
が
強
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従

っ
て
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
を
読
み
、
解
釈
す
る
上
で
こ
の
書
簡
が
論
争
的
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

論
敵
の
議
論
が
前
提
に
な
っ
て
お
り
、
論
敵
の
議
論
と
の
相
違
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
パ
ウ
ロ
は
繊
細
な
注
意
を
払
っ
て
い

た
こ
と
と
思
わ
れ
る濳
。

盪
　
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
と
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
の
議
論

キ
リ
ス
ト
論
的
解
釈
の
一
番
の
障
害
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
で
の
パ
ウ
ロ
の
議
論
に
他
な
ら
な

い
。
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
と
は
異
な
り
、
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
で
は
創
世
記
一
五
章
六
節
の
解
釈
・
理
解
が
議
論
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の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
よ
り
明
確
に
創
世
記
一
五
章
六
節
の
解
釈
を
パ
ウ
ロ
が
提
示
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
ロ

ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
を
参
考
に
し
て
、
解
釈
が
明
確
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
で
あ
る
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
に

応
用
す
る
の
は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
り
、
適
切
な
方
法
論
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
種
の
議
論
に
は

一
体
、
ど
の
程
度
の
妥
当
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
の
議
論
の
中
心
が
「
信
仰
」
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
三
章
三
一
節
で
パ
ウ
ロ
はnovm

on
ou\n

ka
t
a
rg

ou'm
en

dia
;
t
h
'"

p
ivs
t
ew

"
…
m
h
;
g
evnoit

o:
a
jlla

;
novm

on
iJs
t
a
vnom

en

と
自
ら
投
げ
か
け
た
疑
問
に
断
定
的
に
（
否
定

的
に
）
答
え
て
い
る
が
、
こ
の
答
え
の
根
拠
を
提
示
す
る
の
が
四
章
の
目
的
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
旧
約
聖

書
の
律
法
（
ト
ー
ラ
ー
）
に
あ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
と
言
う
例
を
取
り
上
げ
て
、
信
仰
が
律
法
を
無
効
に
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
立
て
上
げ
る
（iJs

t
a
vnom

en
）、
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
主
題
設
定
と
し
て
パ
ウ
ロ
は
四
章
一
節
でT

iv
ou\n

ejrou'm
en…

潭

euJrh
kevna

i
jA
bra

a
;m

t
o;n

p
rop

a
vt
ora

h
Jm
w
'n
ka

t
a
;
s
a
vrka

…

つ
ま
り
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
肉
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
父
祖
で

あ
る
だ
け
な
の
か
、
そ
れ
と
も
（
彼
の
信
仰
の
足
跡
を
辿
っ
た
）
異
邦
人
た
ち
の
父
祖
で
も
あ
る
の
か
、
と
問
い
か
け
て
い
る
。

勿
論
、
パ
ウ
ロ
の
答
え
は
後
者
、
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
で
は
な
く
異
邦
人
の
父
祖
で
も
あ
る
に
他
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
の
議
論
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
の
議
論
と
は
少
々
様
子
が
異
な
っ
て
い
る
。

ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
同
様
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
家
族
が
誰
で
あ
る
の
か
が
主
題
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
パ
ウ
ロ
の
議
論
の
仕
方
は
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
で
は
少
々
異
な
っ
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
以
上
に
キ
リ

ス
ト
の
役
割
が
議
論
の
中
で
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
パ
ウ
ロ
は
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
の
御
業
に
三
章
一
三
節
で
言
及
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
贖
罪
の
御
業
の
目
的
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
祝
福
が
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
っ
て
異
邦
人
に
届
く
た
め
で

あ
る
と
一
四
節
前
半
に
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
六
節
以
降
で
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
「
唯
一
の
」
子
孫
と
は
キ
リ
ス
ト
に
他
な

ら
な
い
、
と
パ
ウ
ロ
は
論
じ
、
三
章
の
結
論
部
分
（
二
六
節
か
ら
二
九
節
）
で
は
キ
リ
ス
ト
と
の
拘
わ
り
で
始
め
て
人
は
ア
ブ
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ラ
ハ
ム
の
家
族
の
一
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。
対
照
的
に
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
で
は
最
後
の

二
節
に
な
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
へ
の
言
及
が
か
ろ
う
じ
て
見
い
出
さ
れ
る
（...t
oi'"

p
is
t
euvous

in
ejp

i;t
o;n

ejg
eivra

nt
a

∆Ih
s
ou'n

t
o;n

kuvrion
h
Jm
w
'n
ejk

nekrw
'n,

o}ß
p
a
redovqh

dia
;
t
a
;
p
a
ra
p
t
w
vm
a
t
a

h
Jm
w
'n
ka

i;
h
jg
evrqh

dia
;
t
h
;n
dika

ivw
s
in

h
Jm
w
'n.

）

が
、
そ
れ
で
も
い
わ
ば
蛇
足
的
な
言
及
で
あ
っ
て
四
章
全
体
の
議
論
に
は
余
り
本
質
的
な
部
分
を
構
成
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

勿
論
、
以
上
の
よ
う
な
文
脈
的
議
論
で
す
べ
て
が
解
決
さ
れ
な
い
。
従
来
の
解
釈
に
も
そ
れ
な
り
の
根
拠
が
あ
る
の
で
、
テ
ク

ス
ト
を
更
に
詳
細
に
見
て
い
き
た
い
。

蘯
　
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
で
の
「
信
仰
」

先
ず
、
三
章
六
節
に
引
用
さ
れ
て
い
る
創
世
記
一
五
章
六
節
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
で
あ
る
が
、
本
稿
の
冒
頭
に
既
に
引
用
し

た
よ
う
に
、ka

qw
;"

∆A
bra

a
;m

ejp
ivs
t
eus

en
t
w
'/qew

'/,
...

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
通
常
パ
ウ
ロ
が
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
に
言
及

す
る
際
に
は
動
詞p

is
t
euvw

＋
前
置
詞eij"
＋
対
格
の
構
文
を
用
い
、
し
か
も
対
格
で
表
記
さ
れ
る
信
仰
の
対
象
は
（
父
な
る
）

神
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
章
一
六
節
に
は...h

Jm
ei'"

eij"
C
ris

t
o;n

∆Ih
s
ou'n

ejp
is
t
euvs

a
m
en,

...

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
を
パ
ウ
ロ
の
時
代
の
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
に
直
接
結
び
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必

然
性
は
必
ず
し
も
な
い
。

既
に
見
た
よ
う
に
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
の
文
脈
全
体
で
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
に
見
ら
れ
る
「
信
仰
」
に
関
す

る
議
論
よ
り
も
キ
リ
ス
ト
論
的
議
論
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
創
世
記
一
五
章
六
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
三
章
六
節

前
後
で
は
キ
リ
ス
ト
論
的
議
論
と
言
う
よ
り
も
「
信
仰
」
に
関
す
る
議
論
も
確
か
に
見
い
出
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
三
章
二
節
、

四
節
に
はa

jkoh
;p

ivs
t
ew

"

と
言
う
難
解
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る澂
。
ま
た
、
三
章
七
節
、
八
節
、
九
節
、
一
一
節
、
一
二
節
、

二
二
節
、
二
三
節
、
二
四
節
、
二
五
節
、
二
六
節
な
ど
とp

ivs
t
i"

へ
の
言
及
は
三
章
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
本
稿
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の
課
題
に
重
要
な
箇
所
と
し
て
は
創
世
記
一
五
章
か
ら
の
引
用
の
直
後
の
三
章
七
節
が
あ
る
。g

inw
vs
ket

e

潼

a
[ra

o{t
i

oiJ
ejk

p
ivs
t
ew

"
,
ou|t

oi
uiJoiv

eijs
in

∆A
bra

a
vm
.

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
通
常
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
同
じ
よ
う
な
信
仰
を
持
つ

者
が
即
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
で
あ
る
と
の
意
味
に
理
解
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
で
も
創
世
記
一
五

章
六
節
を
パ
ウ
ロ
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
同
様
に
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
パ
ウ
ロ
は
「
信
じ
る
者
た
ち
」

と
は
書
い
て
は
い
な
い
。
も
し
パ
ウ
ロ
が
明
確
に
「
信
じ
る
者
た
ち
」
と
言
い
た
け
れ
ば
、
例
え
ばoiJ

p
is
t
euvont

eß

と
言
う

表
現
を
パ
ウ
ロ
は
用
い
る
こ
と
が
で
き
た潘
。
そ
し
て
、
そ
の
方
が
パ
ウ
ロ
と
論
敵
と
の
相
違
が
明
白
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

oiJ
ejk

p
ivs
t
ew

"

（「p
ivs
t
i"

に
属
す
る
者
た
ち
」）
と
敢
え
て
パ
ウ
ロ
が
書
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、「
信
じ
る
者
た
ち
」
と
は

少
な
く
と
も
多
少
は
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
意
図
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
二
章
一
二
節
のoiJejk

p
erit

om
h
'"

澎
、
三
章
一
○
節

のo{s
oi

ejx
e[rg

w
n
novm

ou

な
ど
の
表
現
と
意
図
的
に
対
比
さ
せ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ギ
リ
シ
ャ
語
名
詞p

ivs
t
i"

の
意
味
は
通
常
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
信
じ
る
こ
と
」
と
言
う
抽
象
的
な
意
味

で
パ
ウ
ロ
は
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
で
用
い
て
い
る
の
か澑
。
必
ず
常
にp

ivs
t
i"

＝
「
信
じ
る
こ
と
」
で
な
い
こ
と
は
、
ガ

ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
のp

ivs
t
i"

の
用
例
か
ら
明
白
で
あ
る
。
顕
著
な
例
と
し
て
は
一
章
二
三
節
、
三
章
二
三
節
、
二
五
節
で
あ

る
。
一
章
二
三
節
で
はp
ivs
t
i"

は
「
信
じ
る
こ
と
」
で
は
な
く
、
信
じ
る
対
象
と
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
福
音
の
こ
と
を
明
ら

か
に
対
象
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
章
二
三
節
、
二
五
節
で
は
「
信
じ
る
こ
と
」
と
言
う
意
味
のp

ivs
t
i"

を
擬
人
法
的
に
パ

ウ
ロ
が
用
い
て
い
る
と
す
る
注
解
者
も
い
る
が
、
少
な
く
と
も
個
々
人
が
信
じ
る
こ
と
と
言
う
よ
り
も
律
法
の
時
代
に
対
す
る

「
信
仰
」（
つ
ま
り
、「
福
音
」）
の
時
代
と
言
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
（t

ou'
de;

ejlqei'n
t
h
;n

p
ivs
t
in,

t
h
;n

m
evllous

a
n

p
ivs
t
in

a
jp
oka

lu∑
qh
'na

i,
ejlqouvs

h
"

dev
t
h
'"

p
ivs
t
ew

"

）。
し
か
も
前
後
の
二
二
節
と
二
四
節
に
は
名
詞

p
ivs
t
i"

が
よ
り
一
般
的
な
パ
ウ
ロ
の
表
現
（ejk

p
ivs
t
ew

"
ª∆Ih

s
ou'

C
ris

t
ou'º

）
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
両
者
の
用
法
・
意

味
が
根
本
的
に
異
な
る
と
は
考
え
に
く
い
。

6



更
に
二
章
一
六
節
、
三
章
二
二
節
で
は
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
とp

ivs
t
i"

C
ris

t
ou'

と
の
関
係
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
二
章
一
六
節
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
を
通
し
て
で
は
な
く
、
律
法
の
行
な
い
か
ら
は
人
が
義
と
さ
れ
な

い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
、
私
た
ち
は
律
法
の
行
な
い
か
ら
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
か
ら
義
と
さ
れ
る
た
め
に
私
た

ち
も
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
を
信
じ
た
。
そ
れ
は
如
何
な
る
肉
も
律
法
の
行
な
い濂
か
ら
は
義
と
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

（eijdovt
e"

ªde;º
o{t
i
ouj

dika
iou't

a
i
a
[nqrw

p
o"

e[x
e[rg

w
n

novm
ou

eja
;n

m
h
;
dia

;
p
ivs
t
ew

"
∆Ih

s
ou'

C
ris

t
ou',

ka
i;
h
Jm
ei'"

eij"
C
ris

t
o;n

∆Ih
s
ou'n

ejp
is
t
euvs

a
m
en,

i{na
dika

iw
qw

'm
en

ejk
p
ivs
t
ew

"
C
ris

t
ou'

ka
i;
oujk

ejx
e[rg

w
n

novm
ou,

o{t
i
ejx

e[rg
w
n
novm

ou
oujdika

iw
qh
vs
et
a
i
p
a
's
a

s
a
vrx.

）
と
言
う
風
に
通
常
は
理
解
さ
れ
る
。
同
様
に
三
章
二
二
節
で
も
「
し
か
し
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
信
仰
か
ら
約
束
が
信
じ
る
者
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
た
め
に
聖
書
は
す
べ
て
の
も
の
を
罪
の
下
に

閉
じ
込
め
た
。」（a

jlla
;
s
unevkleis

en
h
J
g
ra
∑
h
;
t
a
;
p
a
vnt
a

uJp
o;

a
Jm
a
rt
iva
n,

i{na
h
J
ejp

a
g
g
eliva

doqh
'/
ejk

p
ivs
t
ew

"

∆Ih
s
ou'

C
ris

t
ou'

t
oi'"

p
is
t
euvous

in.
）
な
ど
と
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
者
の
信
仰
が
強
調
さ
れ
、
義
認
の
目
的
・
根

拠
と
手
段
・
方
法
共
に
信
仰
で
あ
っ
て
同
一
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
多
少
発
想
を
転
換
し
て
み
る
と
、

p
ivs
t
i"

C
ris

t
ou'

が
す
べ
て
の
人
の
義
認
の
根
拠
で
あ
り
、
個
々
の
キ
リ
ス
ト
者
が
義
認
を
手
に
入
れ
る
方
法
が
キ
リ
ス
ト
者

の
信
仰
で
あ
る
と
言
う
よ
う
に
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
解
釈
す
る
と
、p

ivs
t
i"

C
ris

t
ou'

の

C
ris

t
ou'

の
属
格
を
主
格
属
格
と
理
解
す
る潦
。
つ
ま
り
、（
イ
エ
ス
・
）
キ
リ
ス
ト
のp

ivs
t
i"

澳
を
根
拠
に
義
と
さ
れ
る
た
め
に
私

た
ち
は
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
た
、
と
言
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

主
格
属
格
／
目
的
格
属
格
論
争
に
容
易
に
こ
こ
で
決
着
を
付
け
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
と
も
関
連
す

る
が
、
特
に
三
章
のp

ivs
t
i"

理
解
に
重
要
な
の
は
二
章
二
一
節
後
半
で
あ
る
。
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
二
章
二
一
節
後
半
に
は

eij
g
a
;r

dia
;
novm

ou
dika

ios
uvnh

,
a
[ra

C
ris

t
o;"

dw
rea

;n
a
jp
evqa

nen
（「
も
し
、
義
が
律
法
を
通
し
て
で
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス

ト
は
無
駄
に
死
ん
だ
こ
と
に
な
る
。」）
と
記
さ
れ
て
い
て
る
。
例
え
ば
一
六
節
な
ど
に
あ
るe[rg

a
novm

ou

とp
ivs
t
i"

C
ris

t
ou'
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と
の
対
立
点
がe[rg

a

とp
ivs
t
i"

の
方
で
は
な
く
、
実
はnovm

o"

とC
ris

t
ov"

の
方
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
に
明
確
に
提
示
さ
れ

て
い
る
。
即
ち
、
義
へ
の
道
が
律
法
を
通
し
て
で
あ
る
か
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
で
あ
る
か
の
二
者
択
一
に
他
な
ら
な
い
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
正
し
い
と
す
る
と
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
で
頻
繁
に
見
ら
れ
る
単
独

の
（
つ
ま
り
、C

ris
t
ou'

抜
き
の
）p

ivs
t
i"

に
は
、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
属
格
のC

ris
t
ou'

が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る澣
。

と
す
る
と
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
で
一
見
「
信
仰
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
パ
ウ
ロ
が
論
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
で

も
実
は
キ
リ
ス
ト
論
的
背
景
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る澡
。
例
え
ば
、oiJejk

p
ivs
t
ew

"

と
言
う
場
合
に
単
な
る
「
信
仰

者
」
で
は
な
く
、p

ivs
t
i"

C
ris

t
ou'

に
属
す
る
者
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
三
章
二
節
、
五
節
で
はa

jkoh
;
p
ivs
t
ew

"

と
言

う
非
常
に
珍
し
く
難
し
い
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
キ
リ
ス
ト
論
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る澤
。

盻
　
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
「
功
徳
（
？
）」

パ
ウ
ロ
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
単
な
る
信
仰
の
模
範
と
し
て
ガ
ラ
テ
ヤ
の
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
章
八
節
後
半
で
パ
ウ
ロ
は
創
世
記
か
ら
引
用
し
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

p
roi>dou's

a
de;h

Jg
ra
∑
h
;o{t

i
ejk

p
ivs
t
ew

"
dika

ioi't
a
;e[qnh

oJqeov"
,

p
roeuh

g
g
elivs

a
t
o
t
w
'/∆A

bra
a
;m

o{t
i

ejneulog
h
qh
vs
ont

a
i
ejn

s
oi;p

a
vnt
a

t
a
;e[qnh

:

こ
の
引
用
は
一
二
章
三
節
と
一
八
章
一
八
節
と
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

創
世
記
一
二
章
三
節
（
マ
ソ
ラ
本
文
）
後
半：

hm;d;a}h;tjop]V]milKoÚb]Wkr]b]]nIw“

創
世
記
一
二
章
三
節
（
七
十
人
訳
）
後
半：

ka
i;ejneulog

h
qh
vs
ont

a
i
ejn

s
oi;p

a
's
a
i
a
iJ∑

ula
i;t

h
'"

g
h
'"

8



創
世
記
一
八
章
一
八
節
（
マ
ソ
ラ
本
文
）
後
半：

≈r,a;T;yE/G
lKo/b

Wbr]b]nIw“

創
世
記
一
八
章
一
八
節
（
七
十
人
訳
）
後
半：

ka
i;ejneulog

h
qh
vs
ont

a
i
ejn

a
ujt
w
'/p

a
vnt
a

t
a
;e[qnh

t
h
'"

g
h
'"

つ
ま
り
、
一
二
章
三
節
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
二
人
称
単
数
に
す
る
文
を
枠
組
み
に
し
て
主
語
のp

a
's
a
i
a
iJ∑

ula
i;t

h
'"

g
h
'"

を

一
八
章
一
八
節
のp

a
vnta

ta
;e[qnh

th
'"
g
h
'"

に
変
更
し
、th

'"
g
h
'"

は
省
略
し
て
あ
る澹
。
本
稿
で
の
議
論
に
重
要
な
の
はejn

s
oi;

で
あ
る
。
こ
の
前
置
詞
句
に
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
パ
ウ
ロ
は
読
み
取
っ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
章
一
四
節
と
比
較
し
て
み
る
と
非
常
に
興
味
深
い
。
三
章
一
四
節
に
は
一
三
節
に
記
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト

の
贖
い
の
目
的
（
あ
る
い
は
結
果
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。

i{na
eij"

t
a
;e[qnh

h
Jeujlog

iva
t
ou'∆A

bra
a
;m

g
evnh

t
a
i
ejn

C
ris

t
w
'/∆Ih

s
ou',

i{na
t
h
;n
ejp

a
g
g
eliva

n
t
ou'p

neuvm
a
t
o"

la
vbw

m
en

dia
;t

h
'"

p
ivs
t
ew

"
.

こ
こ
のejn

C
ris

t
w
'/∆Ih

s
ou'

と
八
節
のejn

s
oi;

と
の
間
に
は
充
分
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
異
邦
人
の
も
と
に
ア
ブ
ラ
ハ

ム
の
祝
福
が
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
っ
て
（
あ
る
い
は
、
よ
っ
て
）
届
く
の
と
同
様
に
す
べ
て
の
異
邦
人
は
「
あ
な
た
」（
ア

ブ
ラ
ハ
ム
）
に
あ
っ
て
（
よ
っ
て
）
祝
福
を
受
け
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る濆
。
即
ち
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
祝
福
が
異
邦
人
に
届
く

た
め
に
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
仲
介
的
働
き
を
果
た
す
こ
と
が
わ
か
る
。

更
に
三
章
一
四
節
に
は
二
つ
のi{na

節
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
並
行
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る澪
。
と
す
る

と
、「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
祝
福
」
と
「
御
霊
の
約
束
」、
そ
し
て
「
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
っ
て
」
と
「
信
仰
を
通
し
て
」
と
を
、

そ
れ
ぞ
れ
同
じ
も
の
を
対
象
指
示
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
三
章
で

p
ivs
t
i"

が
単
独
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に

C
irs

t
ou'

が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
と
先
に
指
摘
し
た
が
、
こ
の
一
四
節
で
「
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
」
と
「
信
仰
」

と
の
密
接
な
並
行
的
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。p

ivs
t
i"

にC
irs

t
ou'

が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
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ま
た
、
三
章
九
節
に
はw

{s
t
e
oiJ

ejk
p
ivs
t
ew

"
eujlog

ou'nt
a
i
s
u;n

t
w
'/
p
is
t
w
'/
∆A
bra

a
vm
.

と
あ
る
が
、
最
後
の
部
分
は
通

常
「
信
仰
の
人
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
共
に
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
形
容
詞p

is
t
ov"

が
能
動
的
（
＝p

is
t
euvw

n

）
に
理
解

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
容
詞
に
は
実
際
、
受
動
的
な
意
味
と
共
に
能
動
的
な
意
味
も
あ
る濟
。
し
か
し
、
受
動
的
な
意
味
の
方
が

比
較
的
一
般
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
も
他
の
ユ
ダ
ヤ
教
文
献
で
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
忠
実
さ
、
真
実
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
考
慮
す
る
と
受
動
的
な
意
味
に
も
十
分
説
得
力
が
あ
る濕
。

マ
カ
バ
イ
記
第
一
二
章
五
二
節：

A
bra

a
m

oujc
i;ejn

p
eira

s
m
w
'/euJrevqh

p
is
t
ov"

ka
i;ejlog

ivs
qh

a
ujtw

'/eij"
dika

ios
uvnh

n

濬

シ
ラ
の
書
四
四
章
二
○
節：

o{"
s
unet

h
vrh
s
en

novm
on

uJy
ivs
t
ou

ka
i;
ejg

evnet
o

ejn
dia

qh
vkh
/
m
et
∆
a
ujt
ou'

ejn
s
a
rki;

a
ujt
ou'e[s

t
h
s
en

dia
qh
vkh
n
ka

i;ejn
p
eira

s
m
w
'/euJrevqh

p
is
t
ov"

濔

ど
ち
ら
で
も
創
世
記
一
五
章
（
主
と
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
の
契
約
締
結
）
と
二
二
章
（
主
に
よ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
試
み
）
と
が
結

び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
換
言
す
る
と
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
は
「
信
じ
る
」
こ
と
と
信
頼
さ
れ
る
に

足
り
、
忠
実
で
あ
る
こ
と
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
次
の
フ
ィ
ロ
ン
の
箇
所
は
上
に
引
用
し
た
箇
所
よ
り
も
「
信
じ

る
」
こ
と
に
強
調
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
モ
ー
セ
の
忠
実
・
真
実
さ
と
結
び
付
け
る
の
に
フ
ィ
ロ
ン
は
余
り
躊

躇
を
感
じ
て
い
な
い
様
子
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ィ
ロ
ン
『
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
な
解
釈
』
第
三
巻
二
二
八：

a
[ris

t
on

ou\n
t
w
'/qew

'/p
ep

is
t
eukevna

i
ka

i;m
h
;t

oi'"
a
js
a
∑
evs

i

log
is
m
oi'"

ka
i;
t
a
i'"

a
jbeba

ivoi"
eijka

s
iva
i"
.
∆A
bra

a
vm

g
ev

t
oi

ejp
ivs
t
eus

e
t
w
'/
qew

'/,
ka

i;
divka

io"
ejnom

ivs
qh
.
ka

i;

M
w
us

h
'"

a
[rc

ei
m
a
rt
urouvm

eno"
o{t
i
ejs

t
i;
p
is
t
o;"

ejn
o{lw

/
t
w
'/
oi[kw

/.
eja

;n
de;

a
jp
op

is
t
euvs

w
m
en

t
oi'"

ijdivoi"

log
is
m
oi'"

,
ka

t
a
s
keua

vs
om

en
ka

i;oijkodom
h
vs
om

en
t
h
;n
p
ovlin

t
ou'dia

∑
qeivront

o"
t
h
;n
a
jlh
vqeia

n
nou'... 濘

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
パ
ウ
ロ
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
単
な
る
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
の
模
範
と
の
み
見
て
い
た
の
で
は
な
い

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
パ
ウ
ロ
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
あ
る
種
の
「
功
徳
」
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
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て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
一
般
の
（
？
）
キ
リ
ス
ト
者
と
同
等
の
立
場
に
い
る
と
パ
ウ
ロ
が
見
て
い
た

と
言
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
あ
る
意
味
で
キ
リ
ス
ト
者
と
神
と
を
仲
介
す
る
立
場
に
い
た
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
信
仰
義
認
と
言
う
よ
う
な
神
学
的
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
問
題
視
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
先

ず
神
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
契
約
を
結
び
、
約
束
を
与
え
た
こ
と
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
る
と
充
分
に
納
得
の
い
く
こ
と
と
思
う
。

神
が
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
契
約
を
結
び
、
約
束
を
与
え
た
の
で
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
家
族
に
そ
の
契
約
と
約
束
が
有
効
な
の
で
あ
る
。

パ
ウ
ロ
の
論
敵
た
ち
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
よ
う
に
論
じ
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
へ
の
約
束
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
ア
ブ
ラ
ハ

ム
の
家
族
に
属
す
る
し
る
し
で
あ
り
、
神
と
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
の
契
約
の
し
る
し
で
あ
る
割
礼
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し

た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
パ
ウ
ロ
は
そ
れ
に
反
論
し
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
仲
介
的
働
き
は
究
極
的
に
は
キ
リ
ス
ト
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
に
連
な
れ
ば
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
連
な
っ
た
の
と
同
じ
で

あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
従
っ
て
、
パ
ウ
ロ
は
キ
リ
ス
ト
こ
そ
が
「
唯
一
の
」
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
で
あ
る
と
論
じ
、
キ
リ
ス
ト

の
者
で
あ
れ
ば
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
従
っ
て
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
キ
リ
ス
ト
と
の
間
に
類
似
関
係

が
あ
っ
て
当
然
で
あ
り
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
立
場
を
キ
リ
ス
ト
論
と
暗
に
結
び
付
け
て
パ
ウ
ロ
は
論
じ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
通
常
は
キ
リ
ス
ト
に
は
仲
介
的
働
き
が
あ
る
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
祝
福
／
約
束
の
受
益
者
で
あ
っ
て
両
者
に
は
大

き
な
相
違
が
あ
る
、
と
言
う
風
に
理
解
さ
れ
る濱
が
、
必
ず
し
も
パ
ウ
ロ
は
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
で
明
確
に
は
区
別
し
て

い
な
い
。
後
代
の
例
え
ば
、
信
仰
義
認
の
教
理
な
ど
に
囚
わ
れ
て
し
ま
っ
て
注
解
者
た
ち
は
パ
ウ
ロ
の
議
論
を
時
代
錯
誤
的
に

解
釈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
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お
わ
り
に

ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
に
お
け
る
創
世
記
一
五
章
六
節
か
ら
の
引
用
を
パ
ウ
ロ
が
キ
リ
ス
ト
論
的
に
解
釈
し
て
い
た
可

能
性
が
全
く
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
が
お
わ
か
り
頂
け
た
こ
と
と
思
う
。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
ガ
ラ
テ
ヤ

人
へ
の
手
紙
三
章
全
体
が
ど
の
よ
う
に
読
め
る
か
を
ま
と
め
て
置
き
た
い
。

パ
ウ
ロ
は
二
章
の
終
わ
り
で
義
と
さ
れ
る
道
と
し
て
キ
リ
ス
ト
と
律
法
（
ト
ー
ラ
ー
）
と
の
二
者
択
一
を
提
示
し
て
い
る
。

そ
れ
を
受
け
て
三
章
冒
頭
で
は
ガ
ラ
テ
ヤ
の
異
邦
人
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
が
聖
霊
体
験
を
し
た
の
は
律
法
の
行
い
に
よ
る
の
か
、

a
jkoh

;p
ivs
t
ew

"

に
よ
る
の
か
と
彼
ら
の
体
験
に
訴
え
て
い
る
。
こ
の
二
者
択
一
も
同
様
に
律
法
（
ト
ー
ラ
ー
）
か
キ
リ
ス
ト
か

と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
勿
論
パ
ウ
ロ
の
期
待
し
て
い
た
答
え
はa

jkoh
;p

ivs
t
ew

"

に
よ
る
、
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
創
世
記
一
五
章
六
節
を
引
用
し
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
信
仰
を
議
論
に
導
入
し
て
い
る
。p

ivs
t
i"

に
属
す
る
者
た
ち
こ
そ
ア
ブ
ラ
ハ

ム
の
子
で
あ
る
、
と
引
用
の
箇
所
よ
り
論
じ
て
い
る
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
お
い
て
（
に
よ
っ
て
、
の
お
か
げ
で
）
す
べ
て
の
異
邦

人
た
ち
が
祝
福
を
受
け
る
と
神
は
既
に
福
音
を
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
伝
え
て
い
る
、
と
。
神
と
の
契
約
締
結
者
と
し
て
ア
ブ
ラ
ハ
ム

に
何
ら
か
の
仲
介
的
働
き
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
反
対
に
律
法
の
行
な
い
に
は
呪
い
が
伴
う濮
。「
正
し
い
者
（
キ
リ
ス
ト
？
）

は
忠
実
さ
・
真
実
か
ら
生
き
る
。」
と
の
ハ
バ
ク
ク
書
二
章
四
節
と
「
戒
め
を
行
な
う
者
は
そ
れ
ら
に
お
い
て
（
よ
っ
て
）
生
き

る
。」
と
の
レ
ビ
記
一
八
章
五
節
を
引
用
し
て
、
パ
ウ
ロ
は
律
法
（
ト
ー
ラ
ー
）
と
キ
リ
ス
ト
と
の
二
律
背
反
を
再
び
提
示
し
て

い
る
。
結
論
的
に
キ
リ
ス
ト
の
贖
い
の
御
業
は
と
り
も
な
お
さ
ず
律
法
の
呪
い
か
ら
私
た
ち
を
贖
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
目

的
・
結
果
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
祝
福
で
あ
る
義
認
（
及
び
聖
霊
体
験
）
が
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
に
あ
っ
て
異
邦
人
に
届
く
た
め
で
、

ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
お
よ
び
異
邦
人
キ
リ
ス
ト
者
が
信
仰
を
通
し
て
御
霊
の
約
束
（
即
ち
義
認
）
を
獲
得
す
る
た
め
で
あ
っ

た
、
と
。
一
五
節
以
降
で
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
へ
の
約
束
の
方
が
律
法
よ
り
も
先
に
与
え
ら
れ
、
優
先
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
は
ア
ブ
ラ
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ハ
ム
と
共
に
約
束
を
受
け
た
「
唯
一
の
」
子
孫
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
当
然
生
じ
て
く
る
疑
問
が
律
法
の
役

割
・
目
的
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
律
法
の
役
割
は
違
反
・
罪
と
拘
わ
っ
て
い
て
、
義
（
お
よ
び
義
認
）
と
は
拘
わ
り
が
な
い

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
更
に
律
法
は
時
代
的
に
も
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
が
来
る
ま
で

が
律
法
の
時
代
で
、
そ
れ
以
降
の
信
仰
の
時
代
に
は
信
仰
を
通
し
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
者
と
さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り

も
キ
リ
ス
ト
の
者
で
あ
れ
ば
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
で
あ
り
、
約
束
に
よ
る
相
続
人
で
あ
る
、
と
。
即
ち
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
仲

介
的
役
割
は
「
福
音
」
の
時
代
で
は
キ
リ
ス
ト
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
と
パ
ウ
ロ
は
結
論
付
け
て
い
る
。

注

漓
本
稿
は
日
本
新
約
学
会
第
三
十
七
回
大
会
（
一
九
九
七
年
九
月
十
六
日
、
東
北
学
院
大
学
）
で
の
同
じ
題
で
行
な
っ
た
筆
者

の
研
究
発
表
を
、
そ
の
時
の
議
論
を
踏
ま
え
て
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
参
加
者
の
方
々
に
よ
る
議
論
に
改
め
て
感
謝
し

た
い
。『
基
督
神
学
』
に
投
稿
す
る
こ
と
に
し
た
の
は
、
先
号
の
斎
藤
五
十
三
氏
の
原
稿
の
内
容
と
多
少
関
連
が
あ
る
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
。

滷
細
か
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
接
続
詞ka

qw
v"

を
前
に
結
び
付
け
て
理
解
す
る
か
、
後
に
結
び
付
け
て
理
解
す
る
か
異
な

る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、N

estle-A
land

27

で
は
三
章
六
節
か
ら
新
し
い
段
落
が
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、U

B
S
3

で
は
三
章

六
節
は
前
の
五
節
に
繋
げ
ら
れ
七
節
か
ら
新
し
い
段
落
と
な
っ
て
い
る
。

澆
パ
ウ
ロ
が
旧
約
聖
書
か
ら
引
用
す
る
際
に
用
い
た
テ
ク
ス
ト
は
基
本
的
に
は
七
十
人
訳
で
あ
る
と
学
者
の
間
で
ほ
ぼ
合
意
が

あ
る
。D

.M
.Sm

ith,‘T
he

Pauline
literature’in:D

.A
.Carson

and
H

.G
.M

.W
illiam

son
(eds),It

is
W

ritten:
Scripture

C
iting

Scripture
(Cam

bridge:Cam
bridge

U
niversity

Press,1988),pp.272–73

参
照
の
こ
と
。

潺
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
名
前
は
創
世
記
の
一
七
章
に
な
っ
て
か
ら
ア
ブ
ラ
ム
か
ら
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
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潸
勿
論
、
信
仰
義
認
で
言
う
信
仰
と
は
信
仰
者
の
信
仰
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
は
信
仰
義
認
の
教
理
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
意

図
は
全
く
な
い
。

澁
例
え
ば
、H

-J.E
ckstein,V

erheißung
und

G
esetz

W
U

N
T

86
(T

übingen:J.C.B
.M

ohr,1996),pp.96–102.

そ
の
他
枚
挙
に

暇
は
な
い
。

澀
注
解
書
に
は
、「
キ
リ
ス
ト
論
的
解
釈
」
な
ど
他
の
解
釈
の
可
能
性
さ
え
指
摘
さ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。

潯
例
え
ば
、R

.B
.H

ays,T
he

Faith
of

Jesus
C

hrist(Chico,CA
:Scholars

Press,1983),pp.198-206;G
.H

ow
ard,Paul:C

risis

in
G

alatia
SN

T
SM

S
35

2nd
ed.([1sted.1979]Cam

bridge:Cam
bridge

U
niversity

Press,1990),pp.55–58.

ハ
ワ
ー
ド
は

ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
四
章
の
議
論
で
も
パ
ウ
ロ
は
創
世
記
一
五
章
六
節
を
キ
リ
ス
ト
論
的
に
理
解
し
て
い
る
と
さ
え
論
じ
て

い
る
。
ヘ
イ
ズ
はT

he
N

ew
Interpreter’s

B
ible

の
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
を
担
当
し
て
い
る
の
で
、
ど
の
よ
う
な
注
解
を

書
く
か
楽
し
み
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
論
的
解
釈
を
取
る
最
初
の
注
解
書
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

潛
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
の
緒
論
的
事
項
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
（K

.P.D
onfried

(ed),T
he

R
om

ans
D

ebate
rev.&

exp.

ed.,[Peabody,M
A

:H
endrickson,1991]

参
照
の
こ
と
。）
が
、
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
と
異
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

濳
勿
論
、
パ
ウ
ロ
の
議
論
か
ら
論
敵
の
議
論
を
復
元
す
る
の
は
至
難
の
業
で
あ
る
。J.

M
.

B
arclay,

‘M
irror-R

eading
a

Polem
icalLetter:G

alatians
as

a
TestCase’,Journalfor

the
Study

of
the

N
ew

T
estam

ent31
(1987),pp.73–93

参
照
の

こ
と
。

潭
こ
の
句
読
点
の
打
ち
方
に
つ
い
て
はR

.B
.H

ays,‘H
ave

W
e

Found
A

braham
To

B
e

O
ur

Forefather
A

ccording
to

the

Flesh?:A
R

econsideration
ofR

om
.4:1’,N

ovum
T

estam
entum

27
(1985),pp.76–98

参
照
の
こ
と
。

澂S.W
illiam

s,‘T
he

H
earing

ofFaith:A
K

O
H
P
IS

T
E
W
S

in
G

alatians
3’,N

ew
T

estam
entStudies

35
(1989),pp.82–93

参

照
の
こ
と
。
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潼
細
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
動
詞
を
直
説
法
に
取
る
か
、
命
令
法
に
理
解
す
る
か
を
決
め
る
の
は
少
々
難
し
い
。

潘R
.B

.H
ays,T

he
Faith

ofJesus
C

hristpp.200–202.

勿
論
、
こ
の
種
の
議
論
に
は
落
し
穴
が
伴
う
が
、
論
敵
と
の
議
論
の
コ

ン
テ
キ
ス
ト
は
考
慮
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

澎[

割
礼
派
」、「
割
礼
党
」
な
ど
と
訳
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

澑
パ
ウ
ロ
の
「
信
仰
」
理
解
は
本
稿
で
扱
う
に
は
大
き
す
ぎ
る
主
題
で
あ
る
の
で
、
別
の
機
会
に
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
い
。

A
.Schlatter,D

er
G

laube
im

N
euen

T
estam

ent
(Stuttgart:V

ereinsbuchhandlung,1905),D
.R

.Lindsay,Josephus
and

Faith
P
ivs
t
i"

and
P
is
t
euvein

as
Faith

T
erm

inology
in

the
W

ritings
of

Flavius
Josephus

and
in

the
N

ew
T

estam
ent

(Leiden:B
riil,1993)

、
太
田
修
治
「p

ivs
t
i"

∆Ih
s
ou'C

ris
t
ou'

│
言
語
使
用
の
観
察
に
基
づ
く
論
考
」『
聖
書
学
論
集
』
二
十

六
（
日
本
聖
書
学
研
究
所
、
一
九
九
三
）
一
三
二_

六
三
頁
、T.H

araguchi,‘P
IS

T
O
S

O
Q
E
O
S
ÉP

IS
T
IS

T
O
U

Q
E
O
U

IN
R
A
Ë
Ò’A

nnual
of

the
Japanese

B
iblical

Institute
20

(1994),pp.59–77;M
.D

.H
ooker,

‘p
ivs
t
i"

C
ris

t
ou'’N

ew

T
estam

ent
Studies

35
(1989),pp.321–42;R

.B
.H

ays,‘P
IS

T
IS

and
Pauline

Christology:W
hat

Is
at

Stake?’in:E
.H

.

Lovering
(ed),1991

SB
L

Sem
inar

Papers
(A

tlanta,G
A

:Scholars
Press,1991),pp.714–29;J.D

.G
.D

unn,‘O
nce

M
ore,

P
IS

T
IS

C
R
IS

T
O
U

’,1991
SB

L
Sem

inar
Papers

(A
tlanta,G

A
:Scholars

Press,1991),pp.730–44

な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

濂e[rg
a

novuou

が
一
体
何
を
意
味
し
、
具
体
的
に
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
（
例
え
ば
、J.D

.G
.D

unn,‘T
he

N
ew

Perspective
on

Paul’,‘W
orks

of
the

Law
and

the
Curse

of
the

Law
’in:idem

.Jesus,
Pauland

the
Law

[London:

SPCK
/Louisvillle:W

estm
inster/John

K
nox,1990],pp.183–241;C.E

.B
.Cranfield,‘Yet

O
nce

M
ore–“T

he
W

orks
of

the

Law
”:A

R
esponse’Journalfor

the
Study

of
the

N
ew

T
estam

ent46
(1992),pp.99–117)

が
、
筆
者
自
身
は
中
立
的
な
意

味
で
の
「
律
法
の
行
な
い
」
の
こ
と
で
、
二
章
一
四
節
と
の
関
係
で
は
「
ユ
ダ
ヤ
的
生
活
様
式
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
て
い
る
。

15



潦
主
格
属
格
と
目
的
属
格
の
議
論
は
例
え
ば
、R

.B
.H

ays

とJ.D
.G

.D
unn

と
の
議
論
を
参
照
の
こ
と
。
一
般
的
に
言
え
ば
、

英
語
圏
の
学
者
の
間
で
は
主
格
属
格
の
理
解
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
学
者
の
間
で
は
目
的
格
属
格
の

方
が
一
般
的
で
あ
る
。

澳
通
常
「
真
実
」（faithfulness

）
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。

澣E
ckstein,V

erheißung
und

G
esetz,pp.103–104,138

な
ど
参
照
の
こ
と
。
エ
ク
シ
ュ
タ
イ
ン
は
目
的
格
属
格
を
前
提
に
し

て
い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
立
場
を
決
め
か
ね
て
い
る
。

澡
こ
の
視
点
は
特
に
三
章
一
○
節
以
降
の
解
釈
に
は
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
ハ
バ
ク
ク
書
二
章
四
節
を
パ
ウ
ロ
が
ガ
ラ
テ
ヤ
人

へ
の
手
紙
三
章
で
も
キ
リ
ス
ト
論
的
に
理
解
し
て
い
た
可
能
性
も
、
こ
の
点
に
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
ハ
バ
ク
ク
書
二
章
四
節
の

解
釈
（
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
一
章
と
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
三
章
）
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
別
の
論
文
を
筆
者
は
用
意
し

て
い
る
。
本
稿
で
展
開
し
て
い
るp
ivs
t
i"

理
解
は
あ
く
ま
で
も
ガ
ラ
テ
ヤ
人
へ
の
手
紙
で
の
話
で
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
で

のp
ivs
t
i"

理
解
に
ま
で
適
用
す
る
意
図
は
筆
者
に
は
な
い
。

澤
属
格
理
解
と
共
に
各
々
の
名
詞
の
意
味
も
様
々
あ
る
の
で

a
jkoh

;
p
ivs
t
ew

"

の
解
釈
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
筆
者
に
は

「（
キ
リ
ス
ト
の
）
信
仰
／
真
実
を
聞
く
こ
と
」
と
言
う
意
味
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。

澹
一
八
章
一
八
節
のp
a
vna

t
a
;e[qnh

の
方
が
パ
ウ
ロ
の
議
論
に
適
し
て
い
る
の
は
自
明
で
あ
ろ
う
。

濆A
.J.M

.W
edderburn,‘Som

e
O

bservations
on

Paul’s
U

se
ofthe

Phrases
“in

Christ”
and

“w
ith

Christ”’,Journalfor
the

Study
ofthe

N
ew

T
estam

ent25
(1985),pp.83–97

参
照
の
こ
と
。

澪
た
だ
し
、
後
半
部
分
の
一
人
称
複
数
は
ユ
ダ
ヤ
人
キ
リ
ス
ト
者
お
よ
び
異
邦
人
キ
リ
ス
ト
者
を
指
す
も
の
と
筆
者
に
は
思
わ

れ
る
。
エ
ク
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど
の
議
論
（E

ckstein,V
erheißung

und
G

esetz,p.164
etc

）
参
照
の
こ
と
。

濟
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
二
○
章
二
七
節
、
使
徒
の
働
き
一
○
章
四
五
節
、
一
六
章
一
節
、
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
第
二
六
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章
一
五
節
な
ど
で
は
能
動
的
な
意
味
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。

濕
ダ
ン
は
多
く
の
点
で
筆
者
と
は
意
見
を
異
に
す
る
が
、
こ
の

p
is
t
ov"

の
訳
に
つ
い
て
は
同
意
見
で
あ
る
。J.D

.G
.D

unn,

T
he

E
pistle

to
the

G
alatians

(Peabody,M
A

:H
endrickson,1993),pp.159,167.

濬
新
共
同
訳
で
は
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
試
練
を
通
し
て
信
仰
を
証
し
し
、
…
…
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
忠
実
」「
真
実
」

と
訳
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
信
仰
義
認
の
教
理
に
強
く
影
響
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
で
の
議
論
に
影
響
さ
れ

た
翻
訳
に
見
え
る
。

濔
新
共
同
訳
で
は
「
試
み
に
遭
っ
た
と
き
も
、
忠
実
で
あ
り
続
け
た
。」
と
な
っ
て
い
る
。

濘
ロ
エ
ブ
版
の
訳
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。‘So

then
it

is
best

to
trust

G
od

and
not

our
dim

reasonings
and

insecure
conjectures:“A

braham
believed

G
od

and
w

as
held

to
be

righteous”;and
the

precedence
w

hich
M

oses
takes

is
testified

to
by

the
w

ords
he

is
“faithfulin

allM
y

house”.B
utifw

e
repose

our
trustin

our
ow

n
reasonings,w

e
shall

constructand
build

up
the

city
ofM

ind
thatcorrupts

the
truth…

’

と
こ
ろ
が
、
ロ
エ
ブ
版
で
は
モ
ー
セ
に
関
す
る
引
用

の
文
に
脚
注
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
フ
ィ
ロ
ン
は
「
信
じ
て
い
る
」
と
の
意
味
に
理
解
し
て
い
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
む

し
ろ
信
じ
る
／
信
頼
す
る
者
は
信
頼
さ
れ
る
に
足
り
、
忠
実
で
あ
る
と
言
う
意
味
で
動
詞p

is
t
euvw

と
形
容
詞p

is
t
ov"

の

受
動
的
意
味
と
の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

濱
例
え
ば
、E

ckstein,V
erheißung

und
G

esetz,p.183–84
な
ど
参
照
の
こ
と
。

濮
三
章
一
○
節
の
申
命
記
二
七
章
二
六
節
な
ど
か
ら
の
引
用
の
解
釈
に
つ
い
て
はC.D

.Stanley,‘“
U

nder
a

Curse”:a
Fresh

R
eading

of
G

alatians
3.10–14’N

ew
T

estam
ent

Studies
36

(1990),pp.481–511;N
.T

.W
right,T

he
C

lim
ax

of
the

C
ovenant:C

hristand
the

Law
in

Pauline
T

heology
(M

inneapolis,M
N

:Fortress,1992)pp.137–56;J.M
.Scott,‘“For

as

m
any

as
are

of
W

orks
of

the
Law

are
under

a
Curse”

(G
alatians

3.10)’in:C.A
.E

vans
and

J.A
.Sanders

(eds),Paul
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and
the

Scriptures
of

IsraelJSN
T

S
83

(Sheffield:JSO
T

Press,1993),pp.187–221;N
.B

onneau,‘T
he

Logic
of

Paul’s

A
rgum

ent
on

the
Curse

of
the

Law
in

G
alatians

3:10–14’,N
ovum

T
estam

entum
34

(1997),pp.60–80

な
ど
を
参
照
の

こ
と
。
こ
の
「
呪
い
」
お
よ
び
「
律
法
の
呪
い
」
を
申
命
記
で
提
示
さ
れ
て
い
る
呪
い
と
理
解
す
る
の
が
筆
者
に
は
適
切
と

思
わ
れ
る
。

（
新
約
学
・
教
師
）
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